
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[法規則様式第一] 

法 11 条 1 項 

計画の提出 

使用開始 

軽微な変更を 
する場合 

（証明書が必要なとき） 

工事完了 

計画を変更 
する場合 

建築主事 

又は指定確認検査機関 

所管行政庁又は 

登録省エネ判定機関 

省エネ適合性判定の申請 

「建築物エネルギー消費性能確保計画」 

①計画書 [法規則様式第一] 

②添付図書 

a 設計内容説明書、b付近見取図、 
c 配置図、d 仕様書、e 各階平面図、 
f 床面積求積図、g 用途別床面積表、 
h 立面図、i 断面図又は矩計図、 
j 各部詳細図、k各種計算書、 
l 機器表、m 仕様書（昇降機）、 
n 系統図、o 各設備の各階平面図、 
p 制御図 

受付 

 
 
 
 

適合審査 
（判定） 

建築確認申請 
の受付 

確認済証 
の発行 

完了検査の申請 
 

①完了検査申請書等[建築基準法に基づく図書] 

②添付図書 
a 省エネ工事監理報告書 [県要項様式第 6号] 

b 省エネ適合性判定に要した図書の写し 
c 軽微な変更がある場合は、 
・軽微な変更説明書[県要項様式第 7号] 

・軽微な変更に該当することの証明書 

完了検査の実施 
 

建築物エネルギー

消費性能確保計画

への適合も確認 

申請 

検査済証の交付 

[法規則様式第四] 

法 11 条 4 項 

期間延長通知書 

法 11 条 3 項 

省エネ適合判定通知書の交付 
省エネ適合判定通知書の写しの提出 

[法規則様式第六] 

法 11 条 3 項 

不適合通知書 

省エネ適合判定通知書 

法 11 条 5 項 

決定できない通知書 

[法規則様式第三] 

省エネ適合判定 
通知書の作成 

工事着工 

建築主 

（申請者） 

適合審査 
（判定） 

[法規則様式第五] 

[法規則様式第三] 

法 11 条 2 項 

変更計画の提出 

[法規則様式第二] 

内容審査 

軽微変更該当証明交付申請書の提出 

[県要項様式第 1 号] 

軽微変更該当証明書の交付 

[県要項様式第 2 号] 

手数料 

手数料 

手数料 

手数料 

手数料 

建築基準法 7 条 1 項等 

 
 

建築基準法 7 条 5 項等 

 

 

（申請受理日から 14 日以内） 

※軽微な変更の考え方は、

H29.3.15付け国住指第

4190号の技術的助言に示

されています。 

計算により確かめる場合

は、軽微な変更に該当する

ことの証明書が必要です。 

建築確認申請の提出 


